
福島第一原子力発電所４号機
使用済燃料プールからの燃料取り出し作業における
核物質防護に関するご留意のお願い
11月18日より、福島第一原子力発電所４号機使用済燃料プールからの
燃料取り出し作業を開始しておりますが、
本日（11月21日）実施致しました
４号機原子炉建屋から共用プール建屋への構内輸送に関しまして、
一部の報道機関より空撮映像が放映・掲載されております。
これらの放映された映像の中には、原子炉等規制法に定められる
「特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置」に抵触する事項
（輸送の日程、輸送の経路、警備員の行動など）が含まれていたことから、
規制当局からも指導がありました。
再三お願いをしているところですが、
今回のキャスクの輸送状況はもとより、核物質防護上、
建屋の出入口、フェンス、センサー、カメラなどの核物質防護設備を
望遠カメラ等で撮影をすることはご遠慮いただきますようお願いいたします。
＊核物質防護：核物質の盗取又は不法移転、
　及び個人又は集団による原子力施設の妨害破壊行為に対し、
　核物質や原子力施設を守ること。
以上

東京電力のホームページから
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html
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文章に出てくる法律を追ってみましょう
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置等）
第十一条の二
製錬事業者は、製錬施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める
場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のた
めの区域の設定及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料物質の防護上必要な設備及び装
置の整備及び点検その他の特定核燃料物質の防護のために必要な措置（以下「防護措
置」という。）を講じなければならない。
２　原子力規制委員会は、防護措置が前項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認
めるときは、製錬事業者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の
取扱方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置（以下「是正措置等」という。）を命ずる
ことができる。 

「詳細な事項」って何？と思ったりする訳ですが、
どうとでも解釈可能ですよねぇ。今はまだ
「ご遠慮いただきますようお願いいたします」
という東電のお願いだけですが、
特定秘密保護法案が成立すれば。。。
極端な事を言えば、原発の写真を撮っただけで逮捕だってできるわけです。

でも少し落ち着いて考えると
そもそも、ただの民間企業である電力会社が、
テロを受けたら国の存亡に関わるような設備を持っている事自体が問題
なのだと思います。
しかもその危ない設備でやっている事と言ったら。。。
　　　     湯沸かし。
泣けてきます。

ここには「秘密」云々は出てきませんねぇ。
この条文中の「原子力規制委員会規則」ってこれかな？ってところから。。
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則

昭和三十二年六月十日法律第百六十六号
最終改正：平成二四年六月二七日法律第四七号

平成二十五年四月十二日原子力規制委員会規則第二号
最終改正：平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号（防護措置）

第十七条
１ <略>
２ 前項の表第一号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、
　 次の各号に掲げるとおりとする。
　<略>
二十七 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認
められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物
質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者を指定し、管理の方法
を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。
イ　原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
ロ　特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
ハ　特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
ニ　特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
ホ　見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
ヘ　緊急時対応計画に関する詳細な事項
ト　特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
チ　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第三条第一号 イ、ロ及びホに規定する
　　特定核燃料物質（取扱いが容易な形態のものに限る。）の貯蔵施設に関する詳細な事項
リ　特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項
二十八 前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。
　<略>
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